
心合寺山古墳の被葬者像

前　田　時　人

はじめに

八尾有人竹に所在する心合寺‖l胡墳（甘指定史跡）はしい叩‖ノ」地域でも最大級の

墳丘規模を有する前力後日境である‖ここで言う中洲人J地域とは、北は淀川の

左岸、繭は現在の大和川のイーノ芋、西は　町和也より東ノJの地域を止、く指すもの

とする。当地域は低平な平野の地形で八代にあっては幾筋もの河川と広大な淡

水牒＝草杏江卜低湿地が卓越していたので、実際の水川ロ用面積はかなり限定

されていたと想にする必要があるが、それでも弥／1時代以来生駒山地の山麓部

や抑lIのH然堤防l・微高地に牧多くの村落が出現し、放水との闘いの中で有

ノ」77長を頂点とする政治組織が各地にブlラ成されたと考えられ、有力な組織体の

一つがりj地域に出現したと考えてよいだろう。

心合寺Ill．Ⅰ．増の造営年代は出lする埴輪の牛代紬から引11紀第2四半期とみ

なされているが、この日tJ後一‥l紀の範囲内でみても心合寺‥「古墳に匹敵する規

模を持つ人雄の首長頃は当地蛾には見1たらないのである、、すなわち、71世紀

の11行半期に、・11該地域では本増を造′持した苗長が他を圧倒する勢威を誇ってい

たとみることができるし．古墳の墳丘形態とその規模がヤマト上梓との政治的関

係性を推察せしめる重要な指標であるとするならは、／■l町紀苗」半に心合寺山ハ

境の被葬者一一族は王権の申柩郡ときわめて親密なつながりを保持していた有力

芥であった「り能性が高い。「甘越は、その特殊なつながりが具体的に何であるの

かを光明することであろうと′思われるので、R頃考えていることをこの場をお

借りして論じてみることにしたいく、



心合寺山古墳の被葬者像（前田）

－、楽音寺・大竹古墳群と心合寺山古墳

心合寺帖「職の規模とその内容についてまず簡単な整理をしておくことにす

るD本項は1993年以来史跡整備事業にともなう止式な学術調査を経ており、2005

年に整備事業が完成し、墳丘西側の公園に「しおんじゃま古墳学習館」も新美

にオープンした0本項は人工の盛土で造られた三段築戊の前人後日境で、主軸

を南北ノノ向に閃き全長は160メートルの規模を誇る。墳丘の東側と西側にはそ

れぞれ周濠が巡っていたらしく、本項の被葬者がやはり特別な地位にあった石

在であることを物語っている0後円部の径は92メートル、高さ13メートル、前

方都の帖90メートル、高さ12メートルで、前力部と後門部の高さはほぼ結抗ノ

ている〇五岬紀のハ項に特徴的な造り出しが墳丘西側のくびれ部にあり、ここ

からは首長の水場祭祀に開通する豪荘な咽み形の家形埴輪」が田上している。

本境の埋葬施設については、前方部頂で確認された方形壇の下層から木棺が

一基見つかっており、後llほじの平坦面では東酉約7．5メートル・南北約日メー

トルに及ぶ巨人な墓頓からは二進の粘土柳が南北方向に並列しているのが確認

され、中央榔と西柳が発鋸調杏された。

中央柳は約77メートルの規模を宥するが、副葬品は鉄剣・鉄製品なとで榔

外より検出されており、被葬者の性格を推想する材料に乏しい。西柳は全長7．3

メ‾トルの規模を持つ組合式木棺を礫床の卜に据えており、副葬品として一角

横車綴短甲・二角板帯綴街角刊胃・啓鳳抗・三葉環頭大フ」・鉄剣・引状鉄製

品・勾玉・管玉・竪櫛などが出土していて、身分の高い武人が埋葬されていた

可能性が考えられる。とりわけ嘩鳳鏡は被葬者の右瓜卜部に絹製の布に包まれ

安置されていたもので、魂・首以前の大陸舶載鏡であり、日本国内での検出は

きわめて珍しいものである。このことは脚部の被雛甘がよりL位身分の者から

鏡を特別に分与された可能性を示唆するものであり、墳丘親機とともに被葬者

の勢威を窺わせる重要な遺物であると言える。

ところで、心合寺山㌧増は楽音寺・大竹地域における単独造営の孤立墳では

ない0本墳周辺地域には次のような詣古墳が継続的に造営されており、珊紀
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後半から六世紀後半までの期間にほぼ連続して首長系譜を辿ることが可能であ

り、五世紀前半期に心合寺Ilr■lr項を築造した被葬者らはある意味ではその系譜

⊥のピークに位苗づけることができ、／川摘己後半以降には往年の勢威を急激に

失った模様である。紙幅の閥係卜占い時期のものから順番に古墳名と造営時期

についての簡単なコメントをイ1Jすことにした。？マ【クを付してあるものはそ

の記述内容が確定的ではないことを意味しているので了解を得たい。

向IlrlIl墳

西ノ山【l■墳

花抑Il占墳

中ノ谷古墳

心合寺山ll．増

税塚古墳

愛宕塚古墳

人石ハ墳

芝塚古墳

本地域最下」のlリ墳？。

全長55メートルの前ノバ麦円増し，吊Il紀初頭頃の造営。

全長73メートルの前方後H項。目し紀後半の造常。

l⊥墳‘。符JU帽に頭蓋骨二休分。5tu紀初頭の造営。

全艮160メートルの前力後日噂。5世紀第2四半期の造常。

前力後H墳？。六Ilと紀前半の造常。

H噴。巨人な横穴式石室。六世紀中葉の造常（，

】Ⅰ】唄。横穴式イl室。六川紀後半の造営。

日頃。横穴式石室。／■、l咽己末の造営。遺骸は一二体の追非。

楽音寺・大竹古墳群を造常した首長　杖は邪馬台凶並行期の　二世紀後半段階

からヤマトモ椎への奉什関係を結んでいたようである。lがそれを証するが、

小規模なH項らしいので被非者の身分はかなり低かったとみられる。2と3の

段階で、11地の首長は頭角を規したと考えられ、おそらくヤマト十椎の本格的な

河1ノ」平野への進出の動きに対比、し、桔庫的に王権への奉仕関係を強めたのでは

なかろうか。その実休は明らかではないが、本地域には＿止別lい恩智川などの

大和川本流IJl段階の水運の要地・要港が点丞－しており、天利と瀬戸内海地域と

を結ぶ水上交通上の結節点となっていた事帖を考慮する必要があると思う。

4は墳形やその規模が判明しないが、石棺に非られていた男女二体は兄妹ま

たは姉弟の首長であると推測される。弥叶時代以来、近親関係にある　対の男

女（ヒコ・ヒメ制またはヒメ・ヒコ制）による共同統治の慣習が列島社会を粘っ

ていたらしく、耶馬千川でも「卑弥呼（女1＿）」と「男弟（輔政）」による統治が

．（
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行われていた。地域肖長もそれぞれ同様の政治形態をとっていたようで、4た

けではなく「記した5の埋葬遺構についても申河内の首長　族にそのような慣

習が寺Jわれていたことを小唆する事例であろう。ヤマト十椎口体はいちr一一一く四

世紀後半から末の段階で世襲男土制〔男エー王妃（キサキ）〕に転接したようで

あるが、畿内の地域首長岡の場合はヒメ制の擬」卜は時卿l勺にそれより少し遅れ

るとみることができる。

5が造営された時期には、広大な河内半野の南部丘陵地掛二rl．市イ相即一

項群の造常が進行していた。対日1斉軍事同盟の結成（364イl～372iHを契機とし

て四日紀後、【′からヤマト王権は朝鮮半白への出兵を開始し、対中国外交を展開

して半島での甲事占動を止、当化する政治工作を積極的に行った‖いわゆる「倭

のノ日▲」の時代である。この時期には土権が河「人目こ政治的本店を遷したとまで

は考える必要を認められないが、利次く巨大な王陵の造営叫横の強い新郷を当

該地域の首長桐も受けたと推測される。5という人刑前力後JIJ唱の出現は石1日

紀l甘半における特殊な政治的状況が当該地域に存：在したこととの関係で論じら

れる必要があると考えられる。

6の古矧は墳丘が人きく破壊されているので追憾ながら実体が明確ではな

い。Il用後H項か＝墳かによって土権との関係の性格がかなり変わる、，しかし、

いずれにせよ墳lTが5とは輿なって人帖に紬成しているのは事実であり、5の

造′Jrく以後利伸紀後半の時期に当該地域の肖長岡は干権申勅との関係が断たれ、

本来あるべき　地力勢力に転化したと想定せさるを得ない‖ノ、世紀の7、8、

（）の古境は本地域のけ長系灘がかなり安定的に維持されていたことを物諮るも

ので、被非者らは作造クラスの′百■人を川す中流の氏族集付目こ変質していたこと

を小峻するものである（

以lを要するに、■l■河内地域の古代■吏15の・lし川勺被非考は特別な身分を獲

持した人物と推定することができ、問題はそれが何なのかということでなけれ

ばならない。節をかえて論を純子jすることにしたい。
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二、河内青玉（梨）の伝承

『■Ⅰ■事岩山　孝ノL段に次のような記述がある。

河内音玉の女、γ－は波遡夜禎毘売を要して、隼みませる倒ィ、建波遡夜須

毘古命し　一杵

次に　FH本吉紀』孝ノLL年　月条を引用してみる。

次妃河内rIJ壬繋が如地安嬢、武埴安序を什む。

l吋伝承は内容的に一致していて飢餌がない。河内青玉（繋）の娘ハ二ヤスヒメ

が天皇と結婚してハニヤスヒコを什んだというもので、河内胃上（紫）は天皇の

外机父（外戚）になったことになる，［うまでもなく孝元入烏は実在した天皇で

はなく、これらの伝記自体もィ．1恩ド＝よきわめて乏しいが、興味床いのは孝元の

后妃にはほかにを才色謎命（穂桔拉遠祖）・伊香色謎命（物部氏遠祖）がおり、いず

れも州ノ」に本拠地を閃いた氏族の出身と†ムえられていることである。孝ノし天主上

の后妃はいずれも河内にゆかりのある人物の伝記でまとめられていたのであ

るU

ところで、州ノ描1・（繋）という人名は「河内＋盲上（繋）」から成り、地名の

「河l人J」と八㌢，「17玉（繋）」の合成語である。ここの「州人J」は律令制の河l人J

国のような広域的子J政区画ではなく、河内凶河内郡の郡名「f■州J」またはより

古い表記である「川lノ山に「「凍する地域名であろう。因みに令制の河内郡は現

有の東大阪市善根キ‖け・H卜的付近から池鳥肌・六万十川付近までの範Pl「ぐ、

西の境料ま上即日のラインであったらしいU河内郡の西は若江郡で、南は高安

郡に接していた。高安郡は孝徳別新政（大化改新）の時期に新設された部（評）で

あったので（r三代実軌　元屡二日▲10月22Lj条）、【Ⅰ■く「州人」（川内）」の紀聞は

もう少し南の高安郡域にも及んでいたと恕完してよい。上申川や恩智川は河内

郡の地域で草かlと呼ばれた広大な湖椚にriいでいたらしく、「抑ノ」川皿）」

は／l駒山の高所から上刷りの流域　帯を国見した時の当該地域の実景を表現し

たもので、州ノ用い紫）は1地ノノ　▲常に領域的支配枠を及ぼした有力日長像で

あったことを貢迂わせている〕

一5－
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次に「市立（繋）」という人名に関しては、首長の職能と性格を表したいわば

通称であると言える。彼は土作りを王権への奉仕の専職とした人物像であり、

書紀がそれを「繋」と表記しているのは土類を宮殿や祭殿の柱・壁などに掛ナ

る行端を意味するものではないかと考えられる。王宮の建て替えや毎年の収穫

祭の時期に大殿票という王権祭祀が古くから行われていたらしく、後伸二は忌

郎氏がこの祭祀を司る尊敬となるが、それ以前には各地の首長が服属儀礼とし

て各種の宜類を王延に貢進していたのである。河内青玉（繋）はなかでもト製作

を統轄することで知られた首長であったのではあるまいか。周知のように高安

郡北・中部（大竹遺跡・大竹西遺跡・太田川遺跡・高安遺跡）や宕江郡東部地域

（他出・福万寺遺跡）には攻玉関連の遺跡が散在しており、八尾市神立には玉根

神利が鎮座している。

土祖神封は延喜式神名帳に著録された高安郡内でも山緒ある神社で、奉祭氏

族は主神連である。」、祖連は氏名をみてもわかるように土勤を作成することを

拍1した氏族で、『［1】事記』『日本書紀』神代巻の天孫降臨神話にその清膵が特

筆された氏族である。紙幅の関係でここでは全てを紹介できないが、『Flr軍記』

の関係記述を引川しておこう。

・『■lT事記』神代巻・天の岩屋戸段

玉枇命に科せて、八尺の勾攻の五百津の御須麻流の珠を作らしめて、（以

卜略）

・『【Ⅰ■事記』神代巻・天孫降臨段

爾に天児屋命、布ノ」玉命、天子受売命、伊斯許輝度売命、土阻命、jjせて

弄伴緒を支ち加へて、天降したまひき。・・故、其の天児屋命は、Il憤

班等の刺し布ノ」ト命は、忌部首等の札天宇一之売命は、猿女君等のの軋1制命は、

玉椚辿雪の剋∪

これらの怯記から、玉祖連の始机は1、祉命と呼ばれた神人で、土作りをもっ

て王権に奉什する氏族とされた日精と、二二キ命の降臨に際してJI氏の始袖の

一人として天孫に随伴して高天原から天降ったことが記されている。天孫降臨

神訴は十権による治大下の観念が強まり、北万人陸系の大降りの神・高御魂命

（高木神）に刈する信仰が1イ廷仙こ定着したfHU紀後半以後になって構想された

－6－
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伝承で、六lH紀中期の欽明朝には王権祭儀を叩当する′HRJである祭官が成、■／す

る。土祖連はおそらく中臣・忌部・猿女・二輪・賀茂などの謂氏族とともに祭

官に奉仕し、1－稚祭儀の分野で呂廷lノ」に　定の役割と地位を占めたので降臨神

話への始机の記載を認められたのであろう。

ところで、平安時代初期に撰売された『新撰椚氏鈍　に王祖連に関する記載

がみえている。

〔イ1京神別〕

玉祖宿祢－高御牟須比乃命十三【11孫人荒木命之後也。

忌上作－高御魂命系天明土命之後也。天津彦火頓々杵命、隆幸於葦原

中国時、輿JI氏神郡、陪従長藤降来。是時造作上璧以み神幣。

故号玉祖述、亦号†、作連。

〔河lノ勺凶神別〕

＿上粗描祢－同相市野御魂ノシ命）十十甘孫建荒木命之後也。

玉祖速は大武‖（685）年1川に施行された八色の改姓において貴姓である相

称刑を賜ったU r■1川、いん涼に吊什する氏族が－Ⅰ・机楕称と称しているのはそのた

めであり、河内爪では上祖御礼の鋲座する土祝郷すなわち北高安地域が彼らの

本拠地であったと言えるr，■誓j安郡内で相称姓を・帯びる氏族は珍しく、土祖補称

が地域的な支配氏族の　一角を什如文していたことは確実で、七rtト紀以前にもそれ

は同様であったと考えられるり　卜記にみえる忌上作という名の氏族に関しては

■史料が乏しくl】確なことはわからないが、「河内国人従八位上上作鯛釣賜姓高

道連」（fR本後紀』弘仁2年】リ】条）とあり、鳥道1勘ま姓代笈封こよれば四日句国

に居住する渡来系代族なので、上根連の配下に1・／h雛を千一Jつた伴部が忌玉作つ

まり1、作鋸の冥体であったと考えられ、彼らが自分たちのことを上作連と称し

土阻連（栢祢）の情躍を記す伝承に関わったとしているのは誇弓長であり、玉田速

とは本来身分や系統を興にするト位集川とみなす必裳があるだろう。

以卜の検討によって、河lノ泄偶を郡北狛こ本拠地を頂いていた上組連は六川

紀以後に土作りと王権祭儀に奉仕した氏族であったことが判明したが、彼らの

土作りの伍続は江川紀以前に遡る可能性が考えられ、先ほと問題にした河内青

玉（繋）にまつわる伝承はⅠ∴相通の相加こ関連する†ム承ではないかと推測される



心合キ山古墳の被葬者像（前田）

のである。ただし、玉祝連と河内苛玉（繋）との系譜卜の関連件は不明である。

上組連の遠祖は姓氏録では人（建）荒木命とされており、万上（繋）を自氏族の先

祖とはみなしていない。心合寺山■lr境の被非常を大荒木命に想定する論者がい

るが、命の実在件は乏しく、玉机連が後1廿に指定した新しい遠糾であるとみな

してよく、原糸詔では人荒木命の後裔に万上（繋）が位躍ィ、」けされていた可能凹

があるだろう。記・紀の伝承に特筆された背上（繋）を祖先として標樗できな

かった矧川lとしては、音トの孫のハ二ヤスヒコが崇神天皇の朝廷に対して反乱

を起こしたとする著名な物語があること、そのために滅」したハ二ヤスヒコの

／一孫が存在せず後裔系譜が断絶したとされている点によると考えられる。

ここで結論を言うと、出猟連は河1人J青士（繋）の首長　族の後乱射Jlの本シj、家

であったのではなかろうか。なぜならば、彼らの本拠地である高安郡北邦地域

の宜姐郷は楽を寺・人件古墳群の所在地と整合的に重なるからであり、上根速

の祖兄が【fl▲唱群を造常した中軸の勢力であったことを′Jく峻しているからであ

る。

三、河内三野県主の伝承

楽音寺・人竹井墳周の被葬者集団を二野牒＝二に求める右ノ」な嵐解がハくから

唱えられている。かく言う病者も最近まではそのように考えていたが、二の想

定は大幅に改める必要があると思うようになった。その矧Ilの　一つが当該地域

に＿L机速・忌玉作とは別系紙のk製作集団が存在したことによる。二の閃題を

突破Ilとしてさらに考察を深めてみようと思う。

一打県（ミヌノアカタ）とは河内l玉Ⅰ河l～郡南部から若rl郡東部の1、小川卜流域

に設置された児であるし，令削冥射二は河内郡摘部地域に災多（7カタ）郷があり、

その名辞から県の遣制とみられ、上申川が吉田Hl・菱江川に分岐していた式両

津原神封（玉串明神）が鎮座する氷人阪lh化園本別から福ノJ寺叫にかけての地域

は中世に二町郷封と呼ばれ、三野児のLト」、地であったらしい。さらに土市川しい

流の八尾か上之島町蔵王は式囚御野県王神社が鋏座しており、県＋の代祖神を

祭神とする。すなわち、　野県1の本拠地は由から北に流卜していた玉串川の
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心合hLr古墳の被非常像（前H）

流域、r′野にあり、叶的rl】籍寄りの高安郡北部に本拠地を肯いていた土祖述とは

屑任地を異にし、いわば氏族集団の什み分けが行われていたと考えられ、これ

は王権の氏族分断政策が効を奏したことによるものともみられるが、各稗の史

料によると　二野県「とその後裔の美智速は例外なく若†Ⅰ耶l人Jに居地を澤いてい

たことが知られ、1■．■石安郡に居イlしていた形跡はないのである。

美努速船長は奈良時代後期頃の人であるが、その本拠地は州入植掴’．rl郡とあ

り（F人H本占文吉』5－513P）、筑前凶㌫俊邦から河内凶若江郡に移質した難

波郎手足は美寄宿祢姓を勺えられており（『続日本後紀」．承和12イt9月26日条）、

若江郡の人で再読であった芙努辿rlち名ら出女四人は／．山∵条に居を移したとす

る（『▲代実線』元慶3隼閏10114日条）。また承平6年止Hには若江郡二条竹

村里の水口を美努竹主■い有民らが信芳川l寺に施人し、長徳3井川月の附状によ

ると、犯人美好公忠・利忠・秀友・仰友らは「居イ†州人掴才．71二郎」と記す。こ

れらの史料からも芙努連（栢祢いり本拠地は古来より若江郡であったと推定する

ことができる（、

県（アカタ）とは＋の内延に闘わする丁領地とみてよく、抑ノ、佃では措名・

烏・日下・一二野・志賀・利口・茅淳なとの幾つかの県が知られており、それぞ

れの児を在地で支配・管押する集川を県ヰ（アカタヌシ）と称した。県からは壬

の出廷に什菜・、巨菜、毛の荒物・毛の莱物なとと称された」地ことの吐物が定

期的に市進されたらしく、後述するように∴野県は七難・馬・鏡・水鳥・織物

などさまさまな貞進物を宮廷に献上したらしいり一野県には三野県主を称する

氏族カおり　県制が焼l上されたのにともない大武13LGH4川11月には二野県主

は特別の賜姓により美智連と改称し、若rl＿郡を代表する郡領氏族に転進してい

くのである。

県・好日の刷がいつとのような経緯で設、’′されたのかはまだ明らかになって

おらず、とくに設、ンのロー用用叩雌にされていないノ筆抑ま刑Il紀・l・某の允恭天

皇の時代に1柿の地力統別封ヒ策の　環として州」本の各地に設置されたと推

定しているが、その時鯛は心合寺山Ir■墳造′．こてのl白後頃とみられ、当地に県が設

置されたことは被葬者である首長　▲族の広域的な御或支配や杖的構造に人きな

変化をもたらした叶音引′tが高く、＿押し【．tは抑人惰ト（繋）族のそれまでの領或

一三）－



心合寺山占境の被葬者像（前出）

支配に－一定の打撃を与えたくさびであったと考えられる。勿論このような動向

は河内だけに限られるものではなく汎西日本的な現象であるが、王椎は在地の

大首長の支配権を縮減するための措置として中小首長層を在地の県主や屯倉の

有司に什命し、大首長の広域支配権を分断しきめ細かい支配を村落レベルにま

で浸透させようとしたのである。

問題は、土祖連と一二野県手の前身集団が五世紀以了嗣二只体的にとのような関

係を有していたのかということになるが、筆者は元来視力の集剛二は支配・隷

属関係があり、後者は前者の支配を受けていたのではないかと推測する。とり

わけ心合寺山古噴出上の囲み形家形埴輪の存在からも推測されるように、上組

連の先祖の　族が牛駒‥l地から河内平野へ流れ下る清浄な水源をおさえ、それ

にまつわる祭儀を執行していたことは重要であり、「河内（川内）」地域の祭祀

権は古くから玉視連の前身射一月の手に掌握されていたと考えることができる。

しかし、やがて後者が県王に任じられたことによって白田生を高め、内延との

関係を強めることにより勢威を増人させたのではないか、そのことが心合寺山

山Jl境の造営勢力を＿三野県主と誤解させた原因なのではないかと′思われる。

興味深いのは、すでに指摘しておいたように、楽白寺・人刊古項群が玉祖連

（ト神栖祢）の本拠地である筒安郡北部地域に一世紀代からH　紀初頭頃まで連

綿として造営されていること、一方、三野県干（美努速）はJr世紀■lr贅以来～隷

郡に集住しているという事実である。令利潤の郡界は在地謂氏族の歴史的な由

緒や利害関係を考慮しながら決定されたものである以上、心合寺Ill古墳は土祖

連の鋸先系譜につながる人々の墳墓と考えてよいのではなかろうか。二野県手

一族の墳墓がどこに造常されていたのかは予断を許さないが、東高野街道に

ffhて′占在する瓢常山古墳（東大阪市瓢箪rHlけトえのき塚古墳（東人阪市南四

条町）・人質日日墳（東大阪市横小路町）なとをそれぞれの盟十境とする年駒l‥

系西麓の古墳群のいずれかを充てることができるのではなかろうか－ノ

ところで、＿野県手は次に掲げる諸氏族と同族亀団を形成していた。『新撰

姓氏録J　の記載を元にしてまとめると次のようになる‖

〔左京神別〕

雄儀連一角凝命の十／l川孫乎伏連の後なり
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心合寺山【Ⅰ】境の被俳者像（前出）

〔ん京袖別〕

鳥取連一角凝命の三世孫天湯河桁命の後なり

鮒m郎宿祢一明U名門命の　二L係人村雲命の後なり

桶川的庖トー循lU都宿祢lUJ柵、明日名門命の十1什藤御文相称の後なり

〔山城回神別〕

．甘収連一人角」利命の二川＿孫天湯河板挙命の後なり

簡m郎枯祢一明11名門命の六】U孫ノ、‥l久171命の後なり

税部一神魂命の子称凝魂命の後なり

〔掛半国神別〕

重文辿一角凝魂命の男仰佐布魂命の後なり

竹原一日「

額田部宿祢－lr】J神の列五‡狭紀魂命の後なり

彿LU削一紙川部宿祢l■・J袖、明］名門命の後なり

〔河l州上側別〕

委文橘祢一拍凝魂命の綬なり

美努連一同神の二川孫天湯川田奈命の後なり

鳥取一同神の　二世孫天揚吋柵命の後なり

〔和泉田仲別〕

鳥取一角凝命の　二世孫天湯河桁命の後なり

「記した諸氏族の神先系紬二ついて調へてみると、l‖J族とはいいながらも額

田郡宿祢（辿）は明ロケ．門命という独自の氏机を設定し別射印化しようとする助

きが舶していたことを小すが、しかし人化以前には全体として卜記の諸氏族が

角凝魂命を集団の始紺として政治的に結集していたことは疑いがない。l甘題は

これらの氏族が何のために同族と称していたのかということになるが、一三野児

主を基軸とするり．との頁納組織の反映とみなして誤りがないものと思う。すなわ

ち、諸民族の氏才．から推定してト類（摘m郎塩辛）・倭文（委文宿祢卜水」．引烏

IL丈速い鴇（析出部宿祢卜鉄ノ」・鏡雄儀連、元は河内千人遣い御門（税部・竹

醐なとの猷卜「ゝ7■がり「し‾「のl枠への服属儀礼を通じて宮廷に貢進されたと考え

られるのである．、
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心合寺山占境の被葬者條（前出）

このうちに額田部砥玉とあるのが玉類を年産した氏族で、二野県に関わる池

島・福万寺遺跡で滑石製の玉類が四千点以卜にわたって発見されており、当地

が彼らの「馬丁の所在地とみられるほか、猥津国の底上人魚売（『抗口本紀よ　大半

隙′宕2勺7月条）も旅人であるらしく、東年郡の玉造の地でもlL年産が行われ

たようである。この氏族は循m部を複姓として名来っていることから、頂けl那

辿の分岐集団であったことが想定され、高安郡の立礼辿・忌土イ1とは明確に区

別して捉えられるべき氏族であろう。

なお、二田児i洞族譜氏族の河仙二おける屏地であるが、頒什1郡宿称は河内

郡細山郷（東大阪市編出町）・鳥取連は人県郡鳥取郷（相原市高Jl田）であるらし

く、減りの氏族に関しても■計を郡店什氏族は認められないので、やはり高安郡

」ヒ部地域は玉机連の歴史的月つ独自的な本拠地であったとみなささるを得な

い。結果として楽占寺・人竹古墳群とその盟主墳たる心合寺山■lr増は上根速の

祖先の墳粟とみなすのが安当のようである。

四、大草香皇子と日下宮

縦論を急ごうnイ日日紀第2四半鑑別こ造常された大型の心合寺‥店項の被葬甘

らは、甘下官に小手を構えた人手香皇子に仕え一一時的にではあれ政桝l勺に高い身

分を得た人々ではないかと考えられる。五世紀前半期に河内国東部地域で起き

た最も重要な政治rl勺動向とは、大串杏里千がL】卜宮を造営しこれを本属とした

ことであろう‖

r7十事言山応神段によると、日l旬国の諸県君の娘である髪長比充が宮廷に召

し「げられたが、太／の大雅命（イ　徳夫■；りが大皇に比先を賜りたいとl‥L川た

ので仁徳の妃になったというし、ア日本書紀Jl応珊11年足歳条には日向国の諸県

君牛諸井の妓髪長姥が目され太了にりえられたとfムえており、接は粗波津にう、

り桑津邑（大阪巾東イ†．†一区桑津町）に安押されたとする。その後比完は天皇との

間に二人の御子を／1んだが、記・紀には次のように記載されているし，

○波多段能人郎／、亦名大Ll卜⊥

波多毘能若郎女、班、ダー艮R比売命、亦γ．苦HI、郡命　　　　　（イ　徳記）
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心合寺山」古墳の被葬者像（前田）

〇人革香良一予、幡稜皇女　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（仁徳紀）

これらの仁、承によれば、髪長比売の御了らは新たに州ノ」凶河内郡に日下包（東

大阪市Il卜町日を営んだことがわかる。ヤマトL椎の本拠地の大和昨日～ではな

く河内阿にや．居を与えられたのは彼ら兄妹が地力出身の妃の子で出自と身分の

上で問題があ／Jたからであろう。しかし、人草香皇子は天皇の御子であったこ

とから嗣位の資格を打ち、妹の幡稜皇女は履中大甘町妃になり申磯皇女を生み

（履申紀元年条）、天リー豊後には雄略天ロと結婚したと伝えている。大草杏皇子

の止妃は允恭天草の長女名形人城島女（長出入郎女）と伝えており、允恭天与が

皇∫の存在をきわめて丑視していたことが窺われる。

白うまでもなく、これらの所伝には明確な‾刺百や造†1があって多くを信用す

ることはできないのであるが、日l旬系の寺子が河内の目下ノ．イ‖二吊任し、王位継

承問題がもとで滅亡する悲劇に見舞われたことは事実であろうと考えられる。

大中二番皇丁滅亡事†′Ⅰの詳細については紙帖の牒日系から本論ではすべて省略する

が、要するに皇イは即位の安平lを備えた数少ない干族の一　人であったために允

恭天皇の／ともらと対立して攻め滅ぼされ、廿ド宮は短期間のうちに廃滅し、

その跡地は朝廷箱のfl卜屯釦二なったと考えられるのである。

心合寺山■1■増の被葬者らは子反らの本拠地に近い日卜出こイLえた人々ではなか

ろうか。望／や皇女に仕えるとは只体的にはさまさまな貢進物を献「すること、

舎人（⊥族の警衛・日常の雑務卜膳大日二枚の食事の差配）なとの奉仕を子】うこ

と、　族の姉妹や娘らを差し出して近付させることである。リ／には複数の妃

がいたと推測できるが、妃のしいには在地首長の姉妹や娘も含まれ、皇子に気に

入られて／ともを身こもる場合があ′Jた。こうなると当該市長　族は皇十と外

戚関係を結び身分の急激な「Fl■につながることになるのである日

心合寺山古墳の複数の被葬者らは近親関係にある人物であったと推測でき

る。西柳の被葬者は升作の可能l†が．高いが、彼が記・紀に名前の記されている

州勺汚し（繋）の人物像と重なるのではなかろうか‖河】ノ沌土（繋）は娘のハ二ヤ

スヒメを孝ノし天皇に入れ、ハこヤスヒコを儲けたと仁、えられている。記・紀の

伝承の筋書きを全州l勺に歴史的な車夫とは認められないが、　長帯　＿紫）が人

草杏皇イに仕春したことがこのような伝承が造††される背ユJtとなったことが考
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心合、1山古墳の被葬者像（前出）

えられ、転して大草香皇丁の政治的な滅亡が皇子との間に特別親密な関係を

結んでいた青玉（繋）の子孫の急激な没掛二つながったことが想定され、それが

伝記の卜でハニヤスヒコの反乱伝承と後裔系譜の途絶という物語の骨掛二ある

のではないかと考えられるのである。

あわりに

心合寺Ir前哨は中州人】地域では特別な位置を占める人型の前方後H境であ

る。人利■l－境の造柳はその■【裾の被葬者が特殊な政治的功親や地位によって造

営を詔されたもので、モ梅内で高い身分を獲得したことを示唆するものである。

木境は高安郡北部の楽音寺・人竹古墳群の盟王境として位苗づけちれるもの

で、　世紀から六世紀末まで続いた　連の首長系譜におけるピークを小してい

る。高安郡北部に暗躍したイり」氏族にはに神迫があり、この氏族の仲兄に1た

る市長　一族が心合寺Il店項の被葬者と考えるのが妥当ではなかろうか。楽音

寺・大竹【lr墳秤を　▲野県主の墳墓とする見解も早くから唱えられてきている

が、三野児iは刑什紀中葉以降に出現する勢力であり、また彼らの本拠地は

質して古墳群の所在地とは区別される若江郡域にあった。しか、　野県1は

川本tL絹己」によれば次のような五川紀末に起きた反乱封′1に加刺して処罰を

そけたとされるのである。

人泊瀬天空、崩りましぬ。吉備椎城、陰に幼子星川亡羊に謂りてHはく、「大

卜之位豊らむとならば、先つ人蔵の官を取れ」とのたまふ′〉・（中略い・

足に、大伴室崖大連、東漢物日に言ひてHはく、「大泊蘭天皇の遣誹し、今

1’りなむとす、遺詔に従ひて、皇太了一に奉るへし」といふ。乃ち叩十を発し

て大蔵を即続む、，外より抑き閉めて、火を縦けて烙殺す。是の崎に、∴備椎

媛・磐城皇仁の異父兄兄椚・城lT前来H名を閥せり。星川呈イに随ひて烙殺

されぬ。惟に河内三野県‾f小娘、慄然ぢ鮎怖きて、火を遜りて逃れ出づ。草

杏鋸吾士掛度が脚を抱きて、凶りて生きむことを人件室屋人達に研きしめて

臼さく、「奴県l小根、昂川生イに車へまつりしことは、イロなり。而れとも

皇太子を抒きたてまつることイJること無し。乞ふ、洪恩を降して、他の命を
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救ひ腸へ」とまうす0漠玖乃ち只に裾二人什人達に啓して、刑軌二入れず。

小軋イ乃りて激彦をして大連に啓さしめてトーさく、「人伴人達、我が君、人

きなる慈憩を降して、促知れる命、既に続ぎ延長へて、Hの色を観ること獲

たり」とまうす‖鞭ち雉波の来日Uの人ノ戸のm十町を以て、大連に送る。

又田地を以て、漢度に輿へて、共の恩を報ゆ。

これは雄略天皇死没■白後に起きた行川l皇丁とその付吉備椎姥の反乱酎1のこ

とを記したものであるUヤマト王権は・J渦腹のロ了の即位を阻止したのであり、

三野県刊、根は星川虻イとの間に奉仕関係を形成していたとされ、反逆の罪を

酎）されたとする∩県レト根は雄略大皇の鳥了に化えいわは出世の機会を得よ

うとしたのであるが、その目論見はあえなく失敗に帰するのである。それはま

さしく抑ノ捕L一（緊卜族の－翫■客の二の舞であったと云えるのではなかろうか。
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